
 
 
 
 
 
 

吸収合併に係る事前開⽰書⾯ 

（会社法第 794 条第 1 項及び同法施⾏規則第 191 条に定める書⾯） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024 年 2 ⽉ 13 ⽇ 

 

⽇⽴造船株式会社 

 

  



2024 年 2 ⽉ 13 ⽇ 

吸収合併に係る事前開⽰書⾯ 
 

⼤阪市住之江区南港北⼀丁⽬７番 89 号 
⽇⽴造船株式会社 
取締役社⻑ 三野 禎男 

 
当社及び⽇⽴造船プラント技術サービス株式会社（以下「HPT」といいます）は、2024 年

2 ⽉ 5 ⽇付けで合併契約を締結し、2024 年 4 ⽉ 1 ⽇を効⼒発⽣⽇とする吸収合併（以下「本
合併」といいます）を⾏うことといたしました。 

会社法第 794 条第 1 項及び会社法施⾏規則（以下「規則」といいます）第 191 条の規定
により、本合併に関して当社本店に備え置くこととされる事項は下記のとおりです。 
 

記 
 
１．吸収合併契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 
  別紙 1 をご参照ください。 
 
２．合併対価の相当性に関する事項（規則第 191 条第 1 号） 
  完全親⼦会社間の合併につき、本合併において合併対価の交付は⾏いません。 
 
３．新株予約権の定めの相当性に関する事項（規則第 191 条第 2 号） 
  該当事項はありません。 
 
４．HPT についての事項 
（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容（規則第 191 条第 3 号イ） 

別紙 2 をご参照ください。 
 
（２）最終事業年度の末⽇後の⽇を臨時決算⽇とする臨時計算書類等の内容（規則第 191 条

第 3 号ロ） 
   該当事項はありません。 
 
（３）最終事業年度の末⽇後に重要な財産の処分、重⼤な債務の負担その他の会社財産の状

況に重要な影響を与える事象が⽣じたときは、その内容（規則第 191 条第 3 号ハ） 
該当事項はありません。 

 
 
 



５．最終事業年度の末⽇後に重要な財産の処分、重⼤な債務の負担その他の会社財産の状況
に重要な影響を与える事象が⽣じたときは、その内容（規則第 191 条第 5 号イ） 
該当事項はありません。 

 
６．債務の履⾏の⾒込みに関する事項（規則第 191 条第 6 号） 

本合併後における当社の資産の額は負債の額を⼗分に上回る⾒込みです。また、収益状
況及びキャッシュ・フロー等に鑑みて、当社の負担する債務については、本合併の効⼒
発⽣⽇以降も履⾏の⾒込みがあると判断いたします。 

 
以 上 

  



 
別紙 1 吸収合併契約書 
次⾴以降をご覧ください。 
  





 
別紙 2 HPT の最終事業年度に係る計算書類等 
次⾴以降をご覧ください。 
 
 


















